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はじめに１１

　労働者の生活を守り、新型コロナウイルス感染

症に向き合いながら経済を活性化させるために

も、最低賃金額を大きく引き上げることが重要で

ある。わが国の最低賃金は、OECD（経済協力開

発機構）諸国の中で著しく低額である。諸外国と

の比較については、それぞれの国の賃金の中央値

と比較することが一般的であり、合理的と考えら

れる。図表 １は2018年の各国のデータにもとづく

ものであるが、現在においても大きな変動はない

と考えられる。2020年の各国データによれば、イ

ギリスが0.58、ドイツが0.51、フランスが0.61、

韓国が0.62であるのに対し、日本は0.45である

（https://stats.oecd.org/）。

　さらに、地域別最低賃金制度のもとで、東京と

地方との最低賃金額の格差が著しい。若者が地方

から東京圏に流入し、地方の人口が減少し、地域

経済が停滞あるいは衰退しており、深刻な事態と

なっている。

　最低賃金制度をどのように構築していくかは、

これからのわが国の社会のあり方に大きな影響を

及ぼす重要な課題である。本稿では、最低賃金制

度の意義を再確認するとともに、法改正の方向に

ついて筆者の私案を提起したい。

最低賃金と憲法22

　賃金は、本来、労使の自主的決定に委ねて決定

すべきものとされているが、中小企業等において

存在する低賃金労働者の多くは、労働組合が未組

織であるなど、使用者との対等な立場における交

渉によって、労働条件とりわけ賃金を決定するこ

とが期待できない実情にある。このため、このよ

うな労働者の不公正な低賃金については、国が積

極的に介入して、賃金の最低額を保障し、その改

善を図る必要がある。最低賃金制度は、一定水準

を下回る低賃金を解消して、労働条件の改善を図

ることを主たる目的とする。

　憲法は、「すべて国民は、健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有する」ことを保障して
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最低賃金と社会保障の関係33

　「健康で文化的な最低限度の生活」は賃金だけ

で維持されるものではない。社会保障制度が高水

準に完備しているのであれば、賃金が低くとも

「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できる。

デンマークやスウェーデンなどの北欧諸国はもち

ろん、ドイツなどヨーロッパ大陸の多くの国で

は、大学の授業料は無償化されている。大学生に

生活費を無償で提供する国もある。医療費が無償

化されている国も多い。公営の住居費も安く、老

後や障害の年金も充実している。税金や社会保険

といった社会全体の財源負担によって、これらの

制度を維持しているのであり、賃金の果たす役割

が日本とは大きく異なっている。

いる（25条）。最低賃金と憲法25条はどのような

関係にあるのだろうか。

　労働者は労働力を使用者に提供することによっ

て賃金を獲得し、その賃金によって本人と家族の

生活を維持していく。労働者が「健康で文化的な

最低限度の生活」を維持するためには、それにふ

さわしい賃金が確保されなければならない。「健

康で文化的な最低限度の生活」を維持するための

賃金は、憲法25条が保障する権利であり、憲法27

条の「すべて国民は、勤労の権利を有し」は、上

記の適正な賃金を得て働くことを権利として保障

したものと解される。憲法27条 2 項は、賃金の基

準は法律でこれを定めるとしているが、この基準

の 1つが「最低賃金法」である。したがって、最

低賃金が労働者の「健康で文化的な最低限度の生

活」を維持するものでなければならないことは、

憲法上の要請なのである。
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図表 1　最低賃金の賃金中央値に対する割合

OECD StatsExtracts,”Employment Protection”　http://stats・oecd・org/ 
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　教育費、医療費、住宅費等の負担が軽減され、

社会保障給付が充実すれば、賃金が少しばかり減

少しても生活は維持できる。逆に豊かになること

もあり得る。わたしたちが生活するために必要な

財源のどの部分を賃金で賄わなければならないか

によって、賃金が十分か否かは決まるのである。

賃金と社会保障は表裏の関係にある。生協労連が

「年収270万円でふつうに暮らせる社会」を目指す

運動を展開しているが（https://www.cwu.jp/

hope-270m）、大変参考になる。

　もっとも、わが国の最低賃金額は、OECD主

要国と比較して極めて低いのであり（図表 1）、

社会保障制度の充実度も極めて低いのである。表

も裏も劣悪であり、現状の社会保障制度の下で

は、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持す

るためには、大幅な最低賃金の引き上げが必要で

あることは明らかである。

最低賃金と労働時間短縮との
関係44

　最低賃金と労働時間の関係についても言及した

い。「健康で文化的な最低限度の生活」のために

は、ワークライフバランスは重要であり、長時間

労働の抑制は憲法上の保障でもある。労働時間は

短いに越したことはない。残業などしなくてすむ

のであればしたくはない。しかし、わが国の雇用

現場においてはそれが崩れている。ネットや雑誌

の求人広告には、残業することを当然のこととし

て、残業代込みの賃金額で社員募集がなされてい

る事例が多い。最賃すれすれの基本給の他に、固

定残業代として月80時間分の残業代が最初から組

み込まれた賃金額を、あたかも基本給であるかの

ように掲げて募集がなされている事例さえある。

タクシー労働者の多くは、長時間残業による歩合

制賃金によって、なんとか生活を維持する賃金を

獲得している。

　 1日 8時間、週40時間の労働では生活が維持で

きないのである。後述する最低生計費調査の結果

がそれを物語っている。はじめから残業すること

が前提で、かろうじて生活が維持できるという状

態である。憲法が保障する「健康で文化的な最低

限度の生活」は、 1日 8時間、週40時間の労働を

前提として考えられなければならない。労働時間

の短縮の実現のためには、最低賃金の大幅引き上

げが不可欠である。

わが国の最低賃金制度55

　現行の最低賃金制度は、各都道府県の地方最低

賃金審議会の審議に基づき、厚生労働大臣または

都道府県労働局長が決定する、当該都道府県の全

ての労働者に適用される最低賃金である地域別最

低賃金（法 ９条以下）と、一定の事業または職業

に係る最低賃金である特定最低賃金（法15条以

下）（産業別最低賃金）によって構成され、基本

となるのは地域別最低賃金である。

　現行法上、地域別最低賃金は、「地域における

労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金

支払能力を考慮して定められなければならない。」

とされている（法 ９条 2項）。

　2007年の法改正では、「労働者の生計費を考慮

するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低

限度の生活を営むことができるよう、生活保護に

係る施策との整合性に配慮するものとする。」と

の条項が設けられた（法 ９ 条 ３ 項）。その結果、

最低賃金の水準が、少なくとも生活保護の水準を

下回らないことを求められることになった。

　なお、最低賃金法のいう「労働者が健康で文化

的な最低限度の生活を営むことができるよう」に

との基準は、生活保護基準と一致するものではな

い。労働者は労働しなければならず、そのために

は通勤費や労働に伴う諸経費などの加算が必要で
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ある。

目安制度の導入66

　1９75年 ３ 月には、当時の野党四党（日本社会

党、日本共産党、公明党、民社党）が、全国一律

最低賃金制度の導入を含む最低賃金法の改正案を

国会に提出した。残念ながら、同法案は廃案と

なった。これを契機として、地域別最低賃金の整

合性をとるためとして、1９78年以降、中央最低賃

金審議会は、全都道府県をＡ～Ｄの 4つのランク

に分けて、各ランクごとの引き上げ額の目安を答

申し、各地の地方最低賃金審議会においては、こ

の答申を参考として、地域別最低賃金の額を答申

するという枠組み（目安制度）が定着するに至っ

た。

　目安制度の導入後、しばらくは最低賃金額の地

域間の格差は縮小する傾向にあったが、近年は拡

大する傾向にある。2008年には、最高額は東京都

の766円であるのに対し、最低額は鹿児島県等

３県の627円となり、その差額は1３９円、格差率は

81.９％になった。10年後の2018年には、最高額

（東京都）の９85円に対し、最低額は鹿児島県の761

円となり、その差額は224円、格差率は77.３％と

大きく拡大した。201９年は、差額は22３円となり、

前年と比較して 1 円縮小したものの、格差率は

78.0％と拡大基調が続いた。

　コロナ禍の2020年の各地の地域別最低賃金の引

き上げ額は、 0円から ３円までとなった。最高額

は東京都の101３円であるのに対し、最低額は 7県

の7９2円で、その差額は221円となり、前年と比較

して 2 円縮小した。格差率は78.2％と拡大基調は

ほとんど改善されていない。

地域別最低賃金の現状77

　2021年 7 月、中央最低賃金審議会は、2021年の

地域別最低賃金額の引き上げ額について、全国す

べての地域で一律28円とする目安額を提示した。

これを受けた各地の地方最低賃金審議会の答申額

は28円ないし３2円となり、その結果、最高額は東

京都の1041円であるのに対し、最低額は高知県、

沖縄県の820円となり、その差額は221円で前年と

変わらず、格差率は78.8％である。依然として著

しい格差が続いている（図表 ２）。

　地域別最低賃金の地域間格差の推移は以下の表

のとおりである（図表 ３）。
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図表 2　2021 年最賃改定　中賃目安額はA～D28 円

全国加重平均 902 円⇒930 円

32 円引き上げ

30円引き上げ

29円引き上げ

28円引き上げ

新しい最低賃金 単位は円。各地の答申に基づく
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中央最低賃金審議会による
「A ～ D 方式による目安額答
申」の破綻

88

　現行の制度においては、中央最低賃金審議会が

全国の地域をＡ～Ｄの 4つに分類し、それぞれの

分類ごとの引き上げ目安額を答申し、各地の地方

最低賃金審議会は各地の引き上げ額答申につい

て、基本的にその目安額にしたがった答申を行う

ことが慣例として続いていた。

　しかしながら、201９年においては、Ａ分類地域

はすべて目安額どおりであり、Ｂ分類地域におい

ては兵庫県のみが目安額を上回ったのに対し、Ｃ

分類地域においては新潟・和歌山・山口・徳島・

福岡が目安額を上回り、Ｄ分類地域においては青

森・岩手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・長

崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄が目安額を

1円ないし ３円上回る引き上げ額となった。

　2020年の各地の地域別最低賃金の引き上げにあ

たり、新型コロナウイルス感染拡大状況の中で、

中央最低賃金審議会は、「引き上げ額の目安の提

示は困難」との答申を行った。各地からどのよう

な答申が出てくるのか注目されたところである

が、結果として引き上げ額は 0円から ３円までと

なった。引き上げゼロ地域は 7 地域のみであっ

た。全体として、D分類地域における引き上げ額

が相対的に他の分類地域より大きいといえる。

　全国加重平均は 1円上がって９02円となったが、

依然として先進諸外国と比較しても低い水準であ

る。

　こうした経過で2021年 7 月、中央最低賃金審議

会は2021年の地域最低賃金の引き上げ額の目安額

として、Ａ～Ｄの 4つの分類地域すべてについて

28円を答申した。多くの地域は28円の引き上げと

なったが、いずれもＤ分類地域である青森・山

形・鳥取・佐賀が2９円、秋田・大分が３0円、島根

が３2円と決定した。2021年も D分類地域の反抗

が続いている。

　以上の経過に鑑みれば、これまで地域別最低賃

金額の格差拡大の大きな原因であったＡ～Ｄ方式

による目安額の提示方式が、完全に破綻したとい

える。2021年の中央最低賃金審議会の目安額提示

はＡ～Ｄ方式を実質的に放棄したものと評価でき

るが、これまでに著しい格差を生じさせてしまっ

た地域別最低賃金の格差問題の解決にはならな

い。制度の抜本的見直しが必要である。

　目安制度の見直しについては、中央最低賃金審

議会において、おおむね 5年ごとに「目安制度の

あり方に関する全員協議会」が設置され、検討が

なされてきた。前回の協議会は、2016年 6 月に開

始し、2017年 ３ 月に報告書を作成した。 5年後で

ある2021年 5 月26日に目安制度のあり方に関する

全員協議会が開始され、2022年 ３ 月を目途にとり

まとめをすることが確認されたが、その後、答申

は202３年 ３ 月に延期された。全員協議会において

図表 3　最低賃金の地域間格差

最高額

（円） （円）

最低額 差額
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は、上記のとおり、現行目安

制度が機能不全に陥ったこと

を真摯に受け止め、新たな制

度設計（全国一律制）に向け

た提案をすることを期待した

い。

地域別最低賃 
金制度の見直 
し（全国一律 
最低賃金制度 
の確立）へ

99

　現行法が地域別最低賃金制

度を採用する根拠について

は、「労働者の生計費や賃金

等地域に応じて経済状況が異

なり、全国一律の額として決

定することが不合理である」

からとされている。しかし、

現行法の大枠が定められた

1９68年の法改正から既に50年

以上が経過した。今日の社会

状況に鑑みれば、もはや全国

一律最低賃金制度の確立こそ

が合理的であるといえる。

　地域別最低賃金を決定する

際の考慮要素とされる労働者

の生計費は、最近の調査によ

れば、都市部と地方の間で、

ほとんど差がないことが明ら

かになっている（「最低生計

費調査結果」全国労働組合連

合会調べ　監修静岡県立短期

家電用品費、被服・履物費、保健医療費、交通・

通信費、教養娯楽費等、労働者の生活に最低必要

と考えられる費用を試算したところ、その金額は

月額22～ 24万円（租税公課込み）となり、都市

部か地方かによってほとんど差がなかったとされ

る。ちなみに、月額22～24万円という水準は、週

大学中
なか

澤
ざわ

秀
しゅう

一
いち

准教授　2022年 2 月時点で25都道

府県の調査結果が公表されている。図表 ４）。

　これは、地方では、公共交通機関の利用が制限

されるため、通勤その他の社会生活を営むために

自動車の保有を余儀なくされることが背景にあ
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40時間、月に17３.8時間働くと仮定した場合、時

間給に換算すると1３00 ～ 1400円に相当する。

　厚労省がかつて望ましい労働時間とした月

150時間を基礎とすれば、多くの地域において

1500円は大きく上回るのである。

　現在、イギリスやフランス、ドイツ、イタリ

ア、あるいは隣国の韓国等では、いずれも全国一

律最低賃金制度が実施されている。

　フランスでは、当初は、地域別に最大20％の減

額が認められていたものの、その後、地域別減額

が廃止されたという経緯がある。

　現在、地域別の最低賃金を導入している国は、

カナダ、中国、インドネシア、日本の 4ヵ国のみ

である（なお、アメリカでは全国適用の連邦最低

賃金の他に、連邦最低賃金額を上回る各州や都市

ごとの最低賃金が存在する）。地域別最低賃金を

設定している日本以外の国は、国土が非常に広

い。国土が広いと、労働者はそう簡単には移動で

きない。地域別に最低賃金を設定した場合、交通

の便がよく、移動が容易だと、最低賃金の低い地

域からは、段々と人が減り、経済には大きな悪影

響が生じ、衰退していくことになる。

　わが国において、地域の人口が都市部に流出す

る地方においては、最低賃金の格差の是正は喫緊

の課題である。最低賃金の高低と人口の転入出に

は強い相関関係が認められ、特に若年層では、最

低賃金の低い地方から最低賃金の高い都市部へと

流出していることが明らかになっている。最低賃

金の低い地方の経済が停滞し、地域間の経済格差

が固定、拡大するという悪循環が生じている。

中小企業支援策の充実を1010

　最低賃金の大幅引き上げのためには、十分な中

小企業支援策が不可欠である。最低賃金引き上げ

に伴う中小企業への支援策について、現在、国は

「業務改善助成金」制度により、影響を受ける中

小企業に対する支援を実施している。

　しかし、中小企業にとってこの制度は必ずしも

使い勝手の良いものとはなっておらず、利用件数

はごく少数である。2018年度の全国の申請件数は

９９5件、実績は870件であり、201９年度の申請件数

は67３件、実績は542件。2020年度の申請件数は805

件、実績は626件に過ぎない。

　わが国の経済を支えている中小企業が、最低賃

金を引き上げても円滑に企業運営を行えるように

充分な支援策を講じることが必要である。抜本的

には、下請法や独占禁止法などの改正や、中小企

業振興条例の制定などにより、中小企業を地域経

済の重要な主体として位置づけたうえで、中小企

業が大企業との公正な取引を実現できるようにす

ることが必要であるが、当面の具体的方策として

は、諸外国で採用されている社会保険料の事業主

負担部分を免除・軽減することによる支援策が有

効である。中小企業への充分な支援策の実施と

セットにして、最低賃金の大幅引き上げと全国一

律制度を実現することが必要である。

全国一律制度実現に向けた 
法改正の私案1111

　現行の地域別最低賃金制度を全国一律制度に移

行するためには、最低賃金法の改正が必要であ

る。法改正に向けた議論が旺盛に展開されるため

には、たたき台が必要である。筆者の独断による

法改正試案を提起することにより、議論が活性化

し、法改正に向けての具体化が進むことを期待し

たい。以下現段階における筆者私案を掲載するこ

ととする。

　改正法私案の要点は以下のとおりである。

　 1　最低賃金を全国一律とし、地域別最低賃金

は廃止する。ただし、地方最低賃金審議会の存続

を認め、地方最低賃金審議会の権限をあらためる
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（１0条）。

　 2　審議会方式か独立決定機関とするか。私案

は現行の審議会方式を採用した。

　最低賃金の決定は労使自治にもとづくとの主張

は理解できるが、最低賃金の役割は国民生活全般

の制度と連関しており、国が責任をもって関与す

ることが必要であり、政府機関から独立のものと

すべきではないと考える（１１条）。

　 ３　最低賃金額算定の考慮要素から、「事業の

賃金支払能力」を削除した（１３条）。事業者が最

低賃金引き上げに対処できるようにするための国

及び地方公共団体の支援策策定の義務規定を創設

した（ ３ 条）。

　 4　減額特例について現行 7条の 2号（試用期

間中の者）および 4号（軽易な業務従事者）を削

除した。 1号の障害者についてどうするかは検討

が必要（ ８ 条）。

　 5　委員選任の適正性確保規定を創設した（２４

条）。

　 6　委員会審議の公開規定を創設した（２7条）。

　 7　施行後 5年間を全国一律への移行期間とし

て設定した。221円の格差を 5 年間で是正する

（付則 ２条）。

最低賃金法改正法私案　

　最低賃金法を以下のとおりに改正する。

第 ３条（国および地方公共団体の責務）を以下の

とおり新設する。

　「国は、事業者が最低賃金を遵守できるように、

中小企業基本法及び小規模企業振興基本法に基づ

き、小規模企業への適切な支援を実施するための

支援体制の整備その他必要な措置を図る。

　 2　地方公共団体は、事業者が最低賃金を遵守

できるように、中小企業基本法及び小規模企業振

興基本法に基づき、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社

会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施す

る。」

　以下各条をくりさげる。

第 ８ 条（現行 7 条）　 2 号及び 4 号を削除し、 ３

号を 2号とする。

第１0条（現行 ９条）　以下のとおりに改正する。

　「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額

を保障するため、最低賃金（全国一律）を決定す

る。

　 2　最低賃金は労働者の生計費及び賃金を考慮

して定めなければならない。

　 ３　現行規定どおり。」
第１１条（現行１0条）　以下のとおりに改正する。

　「厚生労働大臣は、最低賃金審議会の調査審議

を求め、その意見を聞いて、最低賃金の決定をし

なければならない。

　 2　厚生労働大臣は、前項の規定による最低賃

金審議会の意見の提出があった場合において、そ

の意見により難いと認めるときは、理由を付し

て、最低賃金審議会に再審議を求めなければなら

ない。」
第１２条（現行１１条）

　 1号ないし ３号の「又は都道府県労働局長」を

削除する。

　 2号の「地域の」を削除する。

第１３条（現行１２条）　以下のとおりに改正する。

　「厚生労働大臣は、最低賃金について、労働者

の生計費及び賃金を考慮して必要があると認める

ときは、その決定の例により、その改正の決定を

しなければならない。」
第１４条（現行１３条）「地域別」を削除する。

第１5条（現行１４条） 1 号の「又は都道府県労働局

長」を削除する。

　 2号の「地域別」および「同条の規定による地

域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による

公示の日（公示後の日後の日であって当該決定に

おいて別に定める日があるときはその日）から、」

を削除する。
第２１条（現行２0条）　以下のとおりに改正する。
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　「厚生労働省に最低賃金審議会を、都道府県労

働局に地方最低賃金審議会を置く。」

第２２条（現行２１条）「最低賃金に関する重要事項」

を「地方特定最賃に関する重要事項」とする。

　 2号として「地方最低賃金審議会は、厚生労働

大臣または都道府県労働局長の諮問に応じ、もし

くは自発的に、最低賃金に関する調査審議し、及

びこれに関し必要と認められる事項を厚生労働大

臣または都道府県労働局長に建議することができ

る。」を付加する。
第２３条（現行２２条）「最低賃金審議会」を「最低

賃金審議会及び地方最低賃金審議会」とする。

第２４条（現行２３条） 1 号を以下のとおりに改正す

る。

　「委員は、政令で定めるところにより、厚生労

働大臣または都道府県労働局長が、労働者、使用

者及び公益の意見を適正に反映することができる

ように配慮して任命する。」
第２5条（現行２４条）「最低賃金審議会」を「最低

賃金審議会及び地方最低賃金審議会」とする。

第２7条（審議の公開）新設　以下の規定を置く。

　「最低賃金審議会（専門部会も含む）及び地方

最低賃金審議会の審理は公開とする。ただし、委

員の ３分の 2以上が公開が不適切であると判断し

た場合には、非公開とする理由を明確に示した上

で審理を非公開とすることができる。

　 2　最低賃金審議会（専門部会も含む）及び地

方特定最低賃金審議会の審理については議事録を

作成し、公開しなければならない。審理を非公開

とした場合においても同様である。」

付則

　第 １条　この法律は、令和 6年 4月 1日から施

行する。

　第 ２条　第10条 1 項の最低賃金の決定について

は、この法律の施行後 5年に限り、厚生労働省令

で定める特定の地域について異なる金額を定める

ことができる。
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